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（１）審議概観

第168回国会において本委員会に付託された法律案は、内閣提出１件であり、可決し

た。

また、本委員会付託の請願４種類12件は、いずれも保留とした。

〔法律案の審査〕

銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律案については、委

員会において、最近の銃器犯罪の状況と法律改正による抑止効果、インターネット上

の銃器に関連する違法・有害情報規制の在り方、銃器事犯における暴力団の首領等幹

部の責任追及の在り方等について質疑が行われ、本法律案は、全会一致をもって可決

された。なお、附帯決議が付された。

〔国政調査等〕

平成19年10月25日、金大中事件に係る韓国の報告書と政府の対応、内閣の情報機能

強化についての検討状況と情報機関の充実、治安情勢の現状と国民の体感治安改善に

資する施策、弾道ミサイル防衛システム配備と今後の研究の在り方、独立行政法人の

整理合理化に際しての国立公文書館の扱い、道州制の検討状況と今後の課題、北海道

洞爺湖サミットの警備等の諸問題について質疑を行った。

10月30日、官民人材交流センターについての検討状況、有害情報に対する規制強化、

経済財政諮問会議の議論の在り方、補助金等交付により造成した基金の見直し、障害

者権利条約の早期批准及び国内法整備等の作業状況、竹島を含めた領土問題を所掌す

る行政組織の必要性、中国における遺棄化学兵器処理事業をめぐる諸課題、地域の個

性をいかした地方分権改革の推進、食の安全・安心を確保するための国内外の体制、

独立行政法人整理合理化計画の策定状況、教科書検定における沖縄戦の集団自決の記

述の在り方、少子化対策及び子育て支援の在り方等の諸問題について質疑を行った。



12月11日、茨城県及び千葉県において、科学技術政策及び警察に関する実情調査を

行った。

12月20日、猟銃等の所持許可を始めとする銃規制の在り方を見直す必要性、保育サー

ビスの充実に向けた現状把握と施策、周産期医療の充実に向けた取組、自殺対策にお

ける政府と民間団体との連携の在り方、少年の非行・再犯防止に向けた取組、子ども

が利用する施設における防犯対策の必要性、独立行政法人の整理合理化に当たっての

国立女性教育会館の取扱い等の諸問題について質疑を行った。

平成20年１月10日、インターネット上の違法・有害情報対策、自殺対策における自

殺の実態に関する情報の活用の重要性、投機マネーに対する規制の必要性、構造改革

特区制度の活用状況及び今後の在り方、猟銃等の所持許可を始めとする銃規制の検討

状況、沖縄金融特区制度の実績及び見直しの必要性等の諸問題について質疑を行った。

（２）委員会経過

○平成19年10月23日（火）（第１回）

理事を選任した。

理事の辞任を許可し、補欠選任を行った。

内閣の重要政策及び警察等に関する調査を行うことを決定した。

○平成19年10月25日（木）（第２回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

内閣の情報機能強化についての検討状況と情報機関の充実に関する件、治安情勢の現

状と国民の体感治安改善に資する施策に関する件、道州制の検討状況と今後の課題に

関する件、北海道洞爺湖サミットの警備に関する件等について町村内閣官房長官、泉

国家公安委員会委員長、渡辺国務大臣、増田国務大臣、上川内閣府特命担当大臣及び

政府参考人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕山根治君（民主）、松村二君（自民）

○平成19年10月30日（火）（第３回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

官民人材交流センターについての検討状況に関する件、有害情報に対する規制強化に

関する件、経済財政諮問会議の審議の在り方に関する件、補助金等交付により造成し

た基金の見直しに関する件、障害者権利条約の早期批准及び国内法整備に関する件、

中国の遺棄化学兵器の処理事業に関する件、地域の個性を生かした地方分権改革に関

する件、独立行政法人整理合理化計画の策定状況に関する件、少子化対策及び子育て

支援に関する件等について渡辺国務大臣、岸田国務大臣、泉国務大臣、上川内閣府特

命担当大臣、大田内閣府特命担当大臣、増田国務大臣、岩城内閣官房副長官、山本内

閣府副大臣、中川内閣府副大臣、谷口総務副大臣、木村内閣府副大臣、政府参考人及

び会計検査院当局に対し質疑を行った。

〔質疑者〕松井孝治君（民主）、自見庄三郎君（民主）、島田智哉子君（民主）、神



本美恵子君（民主）、有村治子君（自民）、北川イッセイ君（自民）、風

間君（公明）、糸数慶子君（無）

○平成19年11月20日（火）（第４回）

銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律案（閣法第５号）（衆

議院送付）について泉国家公安委員会委員長から趣旨説明を聴いた。

○平成19年11月22日（木）（第５回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律案（閣法第５号）（衆

議院送付）について泉国家公安委員会委員長、中川内閣府副大臣及び政府参考人に対

し質疑を行った後、可決した。

〔質疑者〕山根治君（民主）、有村治子君（自民）、風間君（公明）、糸数慶子

君（無）

（閣法第５号）賛成会派 民主、自民、公明、無

反対会派 なし

なお、附帯決議を行った。

○平成19年12月20日（木）（第６回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

猟銃等の所持許可を始めとする銃規制の在り方に関する件、少子化社会対策の充実に

関する件、自殺対策の在り方に関する件、独立行政法人の整理合理化に関する件等に

ついて泉国家公安委員会委員長、町村内閣官房長官、上川内閣府特命担当大臣、岸田

内閣府特命担当大臣、木村内閣府副大臣及び政府参考人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕松井孝治君（民主）、相原久美子君（民主）、島田智哉子君（民主）、柳

澤光美君（民主）、北川イッセイ君（自民）、風間君（公明）、糸数慶

子君（無）

○平成20年１月10日（木）（第７回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

猟銃等の所持許可を始めとする銃規制の在り方に関する件、自殺者数の現状と自殺対

策の在り方に関する件、投機マネーに対する規制の必要性に関する件、構造改革特区

制度の現状と今後の在り方に関する件、沖縄金融特区制度の実績と見直しの必要性に

関する件等について泉国家公安委員会委員長、岸田国務大臣、上川内閣府特命担当大

臣、大田内閣府特命担当大臣、木村内閣府副大臣、中川内閣府副大臣、山本内閣府副

大臣及び政府参考人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕松井孝治君（民主）、柳澤光美君（民主）、自見庄三郎君（民主）、松村

二君（自民）、風間君（公明）、糸数慶子君（無）

○平成20年１月15日（火）（第８回）

請願第29号外11件を審査した。



（３）議案の要旨・附帯決議

○成立した議案

銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律案

（閣法第５号）

【要 旨】

本法律案は、最近におけるけん銃使用犯罪の実情等にかんがみ、けん銃等の発射、輸入、

所持、譲渡し及び譲受け、銃砲の製造等に関する罰則を強化するものであり、その主な内

容は次のとおりである。

一、銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正

１ けん銃等の発射又は所持に係る違反行為が、団体の活動として、当該違反行為を実

行するための組織により行われたとき、又は団体に不正権益を得させ、若しくは団体

の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われたときは、当該違反行為をした

者を加重処罰する。

２ けん銃等を不法に所持した場合において、当該けん銃等の数が２以上であるときは、

当該不法所特をした者を加重処罰する。

３ けん銃等又はけん銃実包の営利目的による輸入等に関する罰則を強化する。

４ 許可を受けた銃砲の発射制限違反に対する罰則を強化する。

５ 刃物の携帯禁止違反に対する罰則を強化する。

６ その他罰則に関する所要の規定を整備する。

二、武器等製造法の一部改正

１ 銃砲の営利目的による無許可製造に関する罰則及び銃砲弾の無許可製造に関する罰

則を強化する。

２ その他罰則に関する所要の規定を整備する。

三、施行期日

この法律は、公布の日から起算して１月を経過した日から施行する。

【附帯決議】

政府は、本法の施行に当たり、銃器を使用した犯罪が続発し、けん銃の潜在化傾向が顕

著となっていることにより、国民生活に重大な不安と脅威が生じている現状にかんがみ、

次の事項について万全を期すべきである。

一、本法における「団体」に係る規定の適用に関しては、厳正な運用を行うとともに、正

当な目的を有する団体の正当な活動を阻害することがないよう十分留意すること。

二、けん銃の不法所持等の銃器犯罪を厳格に取り締まるとともに、銃器の国内での密造や

海外からの密輸入阻止のため、関係機関の連携を強化し、水際対策の一層の徹底を図る

など、総合的な銃器対策をさらに進めること。

三、銃器犯罪の多くが暴力団によって行われている実態にかんがみ、摘発に向けた徹底し

た突き上げ捜査を実施するとともに、首領等幹部の責任をより実効的に追及することが

できるよう、法制の在り方を含め検討すること。



四、本法の施行状況を踏まえ、罰則の効果等を検証し、必要な場合には見直しを含めた検

討を行うこと。

五、今後の治安対策の実施に当たっては、我が国の社会構造の変化に対応し銃器の一般へ

の拡散傾向がみられる等犯罪情勢が変化していることを踏まえ、有効な施策を講ずるこ

と。

右決議する。


